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ダイジェスト版 
 

＊中央社会保険医療協議会 総会 
   厚労省が 7月 16日に開催した中医協総会で(1)平成 19年度の医療費の動向(2)主な施設基準の届    
出状況などが示された。 

   平成 19年度の医療費は、前年度と比べ約 1兆円増加し 33.4兆円となった。医療費の伸びは、対  
前年度比 3.1％の増加、1日当たり医療費は 4.1％の増加であった。受診延べ日数は対前年度比 0.9％
減少していた。近年、延べ患者数に相当する受診延べ日数は減少傾向にある一方で、1 日当たり医
療費は増加しており、医療費総額は増加しているとしている。また、平成 19 年度の医療費の伸び
率は、大きな制度改正や診療報酬改定の影響を受けておらず、同じく影響を受けていない平成 17
年度の伸び率(3.1％)と同程度であることから、医療費は従来と同程度の水準で伸びていると分析し
ている。平成 19年 7月 1日現在の主な施設基準の届出状況では、がん診療連携拠点病院加算の届
出病院が平成 18年の 134病院から 301病院へと大幅に増加していた。 

 

＊薬剤師国家試験出題制度検討会  
   厚生労働省はこのほど、薬剤師国家試験出題制度検討会の最終報告書を公表した。 

この検討会は、平成 19 年 6 月に設置されて以来 7 回にわたり、新たな 6 年制課程で習得した

知識・技能・態度について、これからの医療の担い手として求められる資質を的確に確認でき

るよう、薬剤師国家試験制度について検討してきた。報告書では、（1）薬剤師国家試験の現状 

（2）今後の薬剤師国家試験のあり方―について具体的な内容などがまとめられている。 

免許取得後は、生涯学習プログラムの充実等や薬剤師自らによる積極的な研鑽を通じて、医療

へのさらなる貢献を図っていくべきとしている。  

また、平成 24 年から、新たな薬剤師国家試験の円滑な実施を期待するとしている。 

 

 

ホームページがリニューアル 
このほど社団法人大阪府柔道整復師会のホームページがリニューアルいたしました。 

これからも公益社団法人として広く府民に活用していただける充実した内容にし 

ていきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
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＊ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法  

  厚生労働省は 7月 11 日に、ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法を公表した。 

 ケア点検の目的は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえて「自立支援」に役立つ  

適切なケアプランになっているかを確認するもので、健全なる給付の実施を支援するために行う 

もの、としている。ケアプラン点検に当たっては、「点検作業は一方向ではなく双方向で行い、

保険者と介護支援専門員がともに確認しあう姿勢で臨む」「介護支援専門員がどこに悩み、つま

ずいているのかを把握し点検を通して『気づき』を促すことが大切」「地域特性を意識しながら、

保険者として地域で何が課題になっているのかを考察しながら進めていくことも大切」など、10

項目の基本姿勢を明記している。ケアプラン支援マニュアルの簡易版、「ケアプラン点検支援マ

ニュアルの指標」が掲載されており、ケアプラン点検の事前準備やマニュアルの全体像を把握す

ることができる。 

 

＊後期高齢者医療制度の保険料、年金からの天引きでなく口座振替も可能に 
厚生労働省は 7 月 18 日に「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令案」
を公表した。政令案では、後期高齢者医療制度の保険料徴収を円滑に行うため、特別徴収（年金から

の天引き）の他に、（1）自己の口座からの振替を申し出た被保険者が、普通徴収の方法による国民健
康保険料等の納付の実績が相当程度あるもの（2）世帯主または配偶者の一方の口座からの振替を申
し出た被保険者で、前年中の公的年金等の収入金額が 180万円未満であるもの―のどちらかにあたる
場合は口座振替ができるとし、特別徴収の対象としない、としている。 

＊保険者変更通知 

【保険者所在地変更】 

変更日 Ｈ20 年 7 月 22 日 

変更前 

レンゴー健康保険組合 

大阪市福島区大開四丁目 1番 186 号 

変更後の保険者所在地 

所在地 
レンゴー健康保険組合 

大阪市北区中之島二丁目 2番 7 号

                        

＊ 退職者医療の保険証にご注意ください！ 

退職者医療の 65 歳以上は平成 20 年 4 月より廃止となっており存在しません。 

 一般国保 退職者医療 

65 歳以上 存在します 存在しません 

64 歳以下 存在します 存在します 

施術録・支給申請書記載の際、保険証の確認を再度お願いします。 


